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植
民
地
の
財
政
政
策
に
就
き
て

(
互

先

冒
山

本

美

越

乃

ゴ

塵

挽

「植
民
地
に
於
て
土
地
装

で
霧

の
目
的
物
妄

り
得
る
も
の
は
家
暑

八

蓋
し
家
屋
は
時
・

ぐ所
及
其
の
生
活
状
態
の
如
何
に
論
な
'く
、
荷
く
も
人
の
居
住
す

る
所

に
於
て
越
土
地
ざ
共

に
之
を
使
用
せ
ざ
る
者

殆
こ
な
し
蓬
言
ふ
も
不
可
な
き
が
故

に
、
家
屋
を
課
税
の
目
的
物

ぜ
な
す
時
は
土
地
を
課
税
の
目
的
物

ぎ
な
す
ε

同
じ
く
、
比
較
的
容
易
に
徴
視
の
目
的
を
達
し
得
る
の
み
な
ら
す
、
家
屋

の
大
小
・廣
狭
等
は
文
成
程
度
迄
は
各
人

の
捨
税
能
力
を
表
象
す
る
も
の
ξ
看
做

し
得
ざ
乃
に
非
ざ
る
を
以
て
、

　
定

の
標
準
に
撮
り
て
家
屋
税
を
賦
課
す

る
こ
芝
は
住
民
の
負
携
を
公
平
な
ち

し
む
る
の
奴
あ
り
、
.暴
れ
昔

へ
よ
り
今
日
艦
至
る
迄
何
れ
の
國
に
於
て
も
該

視
の
地
租

に
次
で
廣
く
行
は
る
る
所
以
な
め
ε
す
。

家
屋
税
の
本
来
の
性
質
は
家
屋
よ
り
生
す

る
敬
盆
に
課
祝
す

る
に
存
し
、
.其
の
關
係
は
恰
も
土
地
よ
り
生
す

る

牧
盆

に
課
税
す
る
地
租
に
似
忙
る
、も
の
あ
り
、
.然

る
に
地
租
の
場
合
に
は
自
家
の
使
用
す

る
土
地

に
謝
し
て
課
税

せ
ら

る
る
こ
ざ
を
睦
む
看
な
し
ぜ
雄
も
、
.家
屋
税
の
場
合
に
は
家
屋
の
所
有
者
が
之
を
他

に
賃
貸
し
て
版
盆
を
生

す

る
時
は
、
固
よ
り
塚
屋
税
を
負
捨
す
る
の
義
務
あ
る
こ
ξ
を
威
す

べ
き
も
、
所
有
者
自
ら
之
を
使
用
す
る
時
は
特

.

最

饗

し
て
偲
め
得

べ
き
も
の
存
せ
ざ
る
よ
り
、

克

家
屋
税
を
負
撰
す

る
の
義
務
な
き
が
如
轟

思
考
す

る

論

叢
.

植
民
地
の
財
政
激
策
ド
就

き
て
(玉
、
完
)

、
.第
十
二
春

(第
四
號

九
五
)
.

五
九
三



論

叢

「
植
民
地
の
財
政
政
策
に
就
ぎ
て
(五
、完
)
.

第
十
二
巻

(第
四
號

九
六
)
.
.五
九
四

音
な
き
に
罪
す
、
撚
れ
ざ
も
家
屋
の
所
有
者

に
し
て
若

し
自
己
の
家
屋
に
居
住
せ
ざ
る
時
は

一
定
の
借
家
料
を
支

梯
は
ざ
る
可
か
ら
す
ε
難
も
、
自
己
の
家
屋
に
居
住
せ
る
が
爲
め
に
斯
か
る
失
費
を
節
し
得

る
黙
よ
り
考
ふ
る
時

は
、
所
有
者
自
ら
之
を
使
用
す
る
場
合
に
於
て
も
省
ほ
間
接
に
牧
盆
を
生
す

る
も
の
ご
盲
ふ
を
妨
げ
す
、
而
し
て

普
通
植
民
地
に
於
て
は
家
屋
が
其
の
所
有
者
に
牧
盆
を
生
す
る
は
、
之
を
他

に
賃
貸
し
て
利
益
を
牧
む
る
場
合
即

ち
所
謂
家
屋
を
資
本
化
す
る
場
合
よ
り
も
、
寧
ろ
所
有
者
自
ら
之
を
使
用
し
て
利
益
を
享
く
る
場
合

に
多
し
、
是

.

.れ
其
の
面
積
に
比
し
て
人
日
寡
少
な
る
よ
り
生
す
.る
自
然
の
結
果
た
b
。

家
屋
税
の
賦
課
方
法
に
付
き
て
は
從
來
文
明
國
に
於
て
は
頗

る
複
雑
し
陀
る
制
度
存

し
、
或
は
家
屋
の
賃
貸
贋

.

盤
を
標
悪

し
、
域
は
舞

及
附
鑑

の
籍

を
肇

ε
し
、
或
は
其
の
歪

曲

数
・建
築
の
精
粗
等
の
外
形
上

に
現
は
れ
た
る
設
備
を
標
準
こ
し
、
或
は
建
築
慣
格
。評
定
償
格
若
く
ば
費
買
債
格
暮
を
標
準

ε
し
て
之
を

賦
課

す

る
等
の
諸
種
の
方
法
め
る
も
、
普
通
植
民
地
の
家
屋
は
所
有
者
自
ら
之
を
伊
κ
し
て
他
に
賃
貸
す

る
が
如

き
場

合
は
稀
な
る
を
以
て
、

一
般
に
賃
貸
慣
格
を
標
馨

し
て
家
屋
撹
を
賦
探
せ
ん
ご
す
る
も
事
實
上
不
可
能
な
る
事

情

の
存
す
る
こ
ε
は
、
恰
も
母
国
に
於
て
も
賃
貸
償
格
を
標
準
ご
す

る
家
屋
税
の
地
方
に
適
用
し
得

べ
か
ら
ざ
る

に
同
じ
、
又
建
築
償
格
.評
定
償
格
若
《
ば
費
買
償
格
等
を
標
準
ε
な
す

こ
ご
も
、
植
民
地
の
文
化
の
程
度
朱

だ
幼

稚
の
域
を
脱
せ
ざ
る
所
に
在
り
て
は
適
切
な
る
方
法
ε
秘
す
る
を
得
す
、
何
ε
な
れ
ば
斯
か
る
地
方

に
於
て
は
家
.

屋
は
蕩

土
地
募

離
し
て
繧

心
得

ぺ
か
ら
ざ
み
も
の
の
如
乏

複

募

る
の
奮

ら
す
、
實
際
よ
に
於
て

●



噂

も
不
可
分
的

の
も

の
ε
し
て
取
扱
は
る
る
こ
ご
多
き
が
故

に
、
家
屋
の
み
を
分
離
し
て
之
に
射
し
て
正
當
な
る
評

、慣
を
下
す
こ
ビ
は
頗

る
困
難
な
る
を
以
て
な
り
、
故

に
植
民
地

に
於
け
る
家
膣
挽
は
理
論
上
よ
り
せ
ば
多
少
訣
黙

な
き
に
非
す
ε
錐

も
、
寧
ろ
面
積
を
標
準
ε
す
る
か
若
く
ば
家
屋
の
大
小
・間
数

。建
築
の
精
粗
等

に
依

る
外
形
的

の
等
級
を
標
準
ε
し
て
之
を
課
す
る
を
適
當
ε
す
。

蓋
し
面
積
標
準
主
義
は
略

ぽ
家
屋
の
大
小
構
造
等
を

一
に
せ
る
村
落
又
は
地
方
的
の
小
都
帝
等
に
於

て
は
、
必

ず

し
も
之
を
排
斥
す

べ
か
ら
ざ
る
利
便
を
有
す
る
ε
共
に
、
家
屋
の
等
級
を
標
準
ε
す

る
課
税
主
義
の
如
き
も
、

一
度
毫
帳
を
作
成
す

る
時
は
毎
年
之
が
攣
更

の
手
数
を
要

せ
す
し
て
比
較
的
容
易

に
徴
税
の
目
的
を
達
し
得

べ
き

を
以
て
、

一
般
租
税
制
度
に
未
だ
母
国
に
於
け
る
ε
同
論
の
標
準
を
採
用
し
得
ざ
る
が
如

き
植
民
地
に
於
て
は
、

家
屋
税
の
賦
課
に
關
し
て
も
亦
是
等
の
両
主
義
を
参
酌
し
て
其
の
標
準
を
定
む
る
を
便
ε
す
。

植
民
地
の
家
屋
硯
の
著
例
は
亜
弗
利
加
内
地

の
植
民
地

の
屋
舎
視
、(H山
・片
口
×
)
に
於
て
之
を
見
る
、
是
等

の
植

民
地

に
於
て
は
土
民
の
屋
舎
は

】
般
財
政
上
よ
り
す

る
も
重
要
な
る
課
税
の
目
的
物
ε
な
れ
る
の
み
な
ら
す
、
納

税
の
鴛

め
に
土
民
の
勢
働

に
従
事
す
る
の
念
を
刺
戟
し
、
其
の
結
果
嬰
力
の
供
給
を
増
加
せ
し
む
る

】
手
段
ε
し

て
も
亦
頗
る
重
要
視
せ
ら

る
、
故
に
地
方
に
依
り
て
は
此

の
両
目
的

の
総
め
に
相
當
高
率
の
屋
舎
税
を
課
し
つ
つ

め
り
、
面
し
で
其
の
課
税
方
法
は
多
く
は
面
積
標
準
主
義

に
依
る
も
、
時
ε
し
て
ば
屋
舎

の
構
造
に
依
り
て
差
等

を
設
け
・
其
の
籟

を
羅

も

て
課
撃

金

義
藻

る
も
の
毒

㌦

例
へ
ば
濃

;

ゴ
地

夜

於
て

論

叢

植
民
地
の
財

政
政
策
に
就
き
て

〔五

、完
　

第
十
二
巻

〔第
四
號

九
七
)

五
九
五

(1)Webcr,F.DieKDlonia!eFinanzverwaltLmg,S・167f9・
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論

叢

植
民
地
の
財
政
政
策
に
就
き
て
(五
、完
)

第
十
二
巻

(第
四
號

九
八
)

五
九
六

は
普
通
の
屋
舎
に
封
し
て
は

一
箇
年
三
法
を
課
す

る
も
、
廊
下
を
有
す

る
木
造
の
屋
舎
に
は
六
法
を
課
す
る
が
如

き
是
れ
な
り
、
天
真

の
徴
税
時
期
に
關
し
て
も
成
る
べ
く
土
民

の
便
を
計
り
月
賦
納
付
を
許
す
の
制
度
を
設
く
。

凡
そ
植
民
地
住
民
の
租
税
負
憺
の
能
力
を
考
察

し
て
適
當
な
る
範
園
内

に
於
て
家
屋
税
を
賦
課
す

る
こ
ε
は
、

財
政
上
の
必
要
よ
り
論
ず

る
も
、
未
だ
其
の
習
慣

を
有

せ
ざ
る
住
民
等

に
納
税
の
風
を
養
成

せ
し
む
る
黙
よ
り
考

ふ
る
も
極
め
て
肝
要
な
り
ど
雌
も
、
之
が
貴
行

に
際

し
て
は
妄
り
に
住
民

の
思
想
を
抑
座
し
、
彼
等
の
正
義
観
念

を
蹂
躪
す

る
が
如

き
苛
酷
な
る
方
法
に
出
づ
可

か
ら
ざ
る
こ
ε
は
勿
論

に
し
て
、
英
國
が
西
部
亜
弗
利
加
の
植
民

地

し
屋
舎
税
を
.貴
行
し
て
土
民
の
反
抗

を
招
き
た
る
が
如
き
は
、
從
來
斯
か
る
習
慣
夕
有

せ
ざ
る
地
方
に
謝
し
て

　

　

急
進
的
の
制
度
を
實
行

せ
ん
ε
し
陀
る
に
因
る
も
の
な
レ
。
我
が
國
の
植
民
地
中
夏
瀦

に
於
て
は
家
屋
税
の
制
度

は
今
を
去
る
こ
巴
二
百
四
五
+
年
前
.
即
ち
郷
民
の
時
代
よ
り
行
は
れ
、
之
を
『
暦
鏑
」
ε
補
し
て
軍
に
市
街
地
の

み
な
ら
す
村
落
の

民
舎
に
至
る
迄
賦
課
し
た
る
も
の
の
如
し
、

然
る
に
其
の
後
清
朝
聴
代
に
至
り
て
暦
餉
に

琵

暦
・草
贋
・
大
琵
贋

・小
髭
店
等
の
匪
別
を
設
け
、
更

に
雍
正
元
年
(
一
七

二
三
年
)
に
は
贋
屋
の
實
地
調
査
を
行

ひ
、

將
來
屋
舎
の
倒
壊
す
る
が
如
き
場
合

に
は
直
ち
に
之
を
届
出
で
し
め
、
又
新
築

の
場
合
に
は
遅
滞
尽
く
官
簿
に
登

録
す

べ
き
こ
ε
を
定
め
陀
り
、満
期
時
代

に
は
暦
餉
の
賦
課
は
特
定
の
市
街
地
に
限
ら
れ
、
其
の
他
の
地
方
に
は
之

を
及
ば
さ
ざ
る
の
方
針
を
探
れ
り
、
此
の
如
く
し
て
該
制
度
は
光
緒
三
年
に
至
る
迄
纒
績
せ
し
が
、
同
年
諸
の

拠
り

免
除
ご
共

に
之
を
磨
止
し
π
り
、
然
る
に
毫
澱
の
我
が
領
有
に
締
す
る
に
及
び
、
士
ε
し
て
地
方
費
に
充

(1)'垂 濁紬 督府刊『壷過程務史』上巻一大頁 以下、『塁瀞府誌』巻五陸餉の部参照



■

つ
る
目
的
凱

て
家
屋
税
の
制
度
覆

興
す
・
量

れ
-
、
最
近
塗

饗

於
て
地
方
税
の

一
撃

し
て
賦
課
せ

ら
れ
た
る
家
書

・
塵

の
位
置
・等
級
・嬢

・賃
貸
償
格
・魏

霧

者
の
書

の
程
轟

を
参
酌
し
て
、
家
屋

、

の
所
有
者
に
課
す

る

一
艦
の
等
級
視
起
り
し
が
、
該
視
は
大
正
十
年
三
月
三
十

一
口
を
以
て
廃
止
せ
ら
れ

(大
正

九
年
七
月
律
令
筆

號

附
則
)、
之
に
璽

る
に
戸
欝

ち

一
戸
を
璽

る
者
を
以

て
納
襲

務
誉

な
す
地
方

的

の
.課
枇

を
起
す

こ
ご
ξ
せ
り
。

垂

)

震

の
地
方
馨

制
度
に
明
治
三
+

一年
よ
q
施
∬
匿

れ
し
が
、
明
治
三
+
五
苦

至
り
地
方
叢

の
禦

殺
げ
、
地
方
税
讐

-工
需

政
府

㊨
特
別
會
計

こ
分
離
し
て
地
方
費
匠
な
ろ
別
箇

の
會
計

に
晶

ぜ
し
ぬ
た
り
、
黙
れ
こ
も
這

ば
畢
に
法
律

上
の
關
係
に
於
て
然

る
に
止
ま
り
、

實
際

上
に
地
方
税

の
賦
課
鼠
り
地
方
費
の
支
出
に
至
ろ
迄
悪

政
府
自
ら
之
な
経
理
し
、
別
に
地
方
財
政
の
自
主
樒

な
有
す
ろ
團
膿

の
成
立
々
認

め
六

る
も

の
F
非

ざ
り
し
が
、大
正
九
年
七
月
律
令
第

三
號

潜
以
て
東
海
岸
の
二
鮪
(嘉
東
及
花
蓮
港
)
か
除
く
外
に
、遂
に
濁
立
し

顧
る
財

政
上
の

自
主
礎
た
認
め
ら
る
る
こ
こ
ご
な
れ
叫
。

騨

に
於
て
は
從
楽
団
聾

し
て
戸
税
及
家
屋
税
の
制
度
存
し
、
戸
税
は
纂

の
慣
例
に
擦
り
自
己
の
家
屋
に

」居
住
す

る
ξ
否

ご
を
問
は
す

、
他

人

の
救
助

を
受

け

て
生
活
す

る
が
如

き
赤
貧

者
.を
除

く
.外
は
、

一
戸

を
構

へ
凋

立
の
盈
計
を
駕
す
者
に
謝
し
て
は
凡
て

憂

額
を
賦
課
し
来
り
し
が
、
戸
籍
制
度
の
不
完
全
な
る
吉

脱
税
滑
動

か
ら
ざ
・
し
を
以
三

民
籍
調
査
及
課
聾

敷
の
査
定

・
力
を
用
ひ
た
嘉

果
、
近
年
・
及
び
・
は
塑

、
脱
磐

を
見
ざ

る
に
至
れ
り
、
家
屋
税

は
本

家
遣
・
府

・都
響

の
官
廃

の
所

在
地

即
ち
市
街
地
域

に
居
住
す

る
者

に
は
、
夫

役

共

の
他

の
質
権

を
課
す

る
よ

り
戸
税

を
冤
除

し
た

る
も

、
其

の
後
斯

か
る
負
捲

を
慶
し

た
る
を
以
て
當
然
戸
視

論

叢

植
民
地
の
財
政
政
策
に
既
き
て
(五
、完
)

第
+
二
巷

(第
四
號

九
九
)

五
ん
七

持地 六三郎 氏『肇髄殖民政策』一一七頁(1)

大正九単 七月律 令第 三號璽瀞州制及同第四號墓灘地方豊令参照



論

叢

植
民
地
の
財
政
政
策
に
就
奇
て
(五
、完
)
.

.
第
十
二
巻

〔第
四
號

「
O
O
)

五
九
入

を
賦
課

し
得

べ
き
理
由

を
生
じ
た
b

ε
錐

も
、
市
街
地

ε
然

ら
ざ

る
所

ご
は
租

税
負
捲

の
能
力

に
大
差

あ
る

こ
ご

を
考
慮

し
、
戸
視

を
課
す

る
よ
り
は
寧

ろ
家

屋
税

を
課

す

る
を
適

當

ξ
認

め
、
明
治
四
+
二
年

以
後
該

税
法
を
實

施

し
た
り
、
而

し
て
共

の
課
税
標

準

は
極

め
て
簡

軍

に
し

て
、
家
屋

を
構

造

に
依

り
て
甲
乙
二
種

に
分
ち
夏

に
之

を
建
坪
の
大
小
に
慮
じ
て
四
等
に
匪
分
し
て
課
税
せ
り
、
撚
れ
こ
も
近
時
地
方
費
を
以
て
支
辨
す

べ
き
棄

の
益

々
増
加
す

る
に
從
ひ
、
其

の
財
源
を
充
賞
す

る
の
必
要
あ
る
よ
り
、
大
正
八
年
三
月
國
椀
ざ
し
て
の
戸
税
及
家
屋

税
を
腱
止
す
る
ε
同
時

に
、
之
を
地
方
費
の
財
源

に
移
す

こ
ご
こ
な
せ
り
畷

　

　

樺
太

に
於
て
は
家
屋
を
目
的
物
ご
す
る
課
視
に
戸
敷
割
な
る
も
の
め
る
も
、
樺
太
の
戸
数
割
は
其
の
名
は
戸
敷

割
な
る
も
、
其
の
實
は
地
方
税

の

一
種
ご
し
て
府
縣
に
於
て
課
す

る
戸
敷
割
の
如
く
に
、

一
戸
の
干
場
負
擢
額
を

定
め
て
戸
敷
に
慮

じ
て
其
の
総
額
を
町
村
に
配
賦
す

る
が
如
き
性
質
の
も
の
に
非
す
し
て
、
主

ご
し
て
牧
盆

叉
は

所
得
を
基
礎
ε
し
て
定
め
た
る
等
級
の
下
に

一
定

の
額
を
賦
課
す

る
も

の
な

る
が

故
に
、
其
の
本
質
は
牧
益
税
又

"

ω

は
所
得
穐
に
似
た
る
國
視
の

一
種
た
り
。

ラ巳

人
頭
税

凡
そ
人
を
以
て
裸
視
物
件
ざ
な
す

こ
ざ
は
、
経
済
肚
會
の
獲
達
未
ゼ
幼
稚
に
し
て
各
人
の
財
産
及

所
得

に
著
き
懸
隔

の
存

せ
ざ
る
時
代
に
於
て
は
、
蕾

に
植
民
地
の
み
な
ら
す
本
國
内
に
於
て
も
弘
ぐ
採
用
せ
ら
腔

た
"o
所

に
し
て
、
古
代

の
租
税
制
度
が
圭

ご
し
て
土
地
及
人
に
謝
す

る
課
税
に
依
り
て
成
れ
る
を
以
て
見
る
も
之

を
讃
す

る
こ
琶
を
得

べ
し
、
暴
れ
蓋
し
裸
視
の
標
準
甚

だ
簡
軍

に
し
て
其

の
賦
課
徴
牧
等

に
多
く
の
手
敷
を
要
せ

1)大 正八年三 月朝鮮総督府制令第 三號

2)明 治 四十年 三月法 律第二十 一號 及大正五年三 月内務 省令第四號

『



ざ
る
の
み
な
ら
す
、
財
藤
上
に
於
て
も
身
分
上
に
於
て
も
今
日
の
如

き
差
異
在
せ
す
し
て
、
各
人

一
様

に
勢
働
に

従
事
し
之

に
依
り
て
其
の
生
活
を
文

へ
た
る
を
以
て
、
人
を
直
接
課
税
の
目
的
物

こ
な
す

こ
ε
は
最
も
通
常
且
比

.

較
的
確
實

に
吸
入
を
生
じ
得

べ
き
方
法
た
り
し
を
以
て
な
り
、
熱
れ
こ
も
人
頭
税
は
其
の
本
家

の
性
質
上
軍
に
人

の
存
在
す

る
事
實
を
基
礎

こ
し
て
課
税
し
、各
人
の
据
税
力
帥
ち
財
産
・所
得
等
の
差
異
ば
之
を
顧
慮
す
る
こ
ど

な

く
、
何
人
に
劃
し
て
も
半
等
に

一
定
の
視
率
を
課

せ
ん
ε
す

る
も
の
な
る
が
故
に
、
経
済
肚
會

の
進
歩
に
俘
ひ
實

際
上
の
据
枇
能
力

に
著
き
不
同
を
生
す
る
に
至
る
時
は
、
極
め
て
不
公
平
な
る
課
税
た
る
の
非
難
を
免
れ
す
、
於

藪
乎
、
肚
會

の
進
歩
ε
共

に
人
頭
税
は
愛
じ
て
多
少
各
人
の
経
済
上
及
肚
會
上
に
於
け
る
地
位
を
斟
酌
せ
る
階
級

税

巴
な
り
、
更
に
進
ん
で
終
に
現
今
の
所
得
税
の
制
度
を
生
ぜ

し
む
る
に
至
れ
臥
、
故

に
方
A
・文
明
國

に
於
て
は

人
頭
税
の
制
度
を
認
む
る
も
の
殆
ご
無
し
蓬
雌
も
、
植
民
地
は
概
し
て
純
濟
上
反
肚
會
土
の
独
達
遠
く
母
国
に
及

ば
ざ
る
よ
り
》
課
税
上
に
も
母
国
の
制
度
を
移
し
て
直
ち
に
之
を
適
用
し
得

べ
か
ら
ざ
る
事
由
あ
る
ε
、
植
民
地

財
政
の
窮
乏
を
補
充

せ
ん
が
薦

め
に
は
他
に
良
好
な
る
税
源
を
獲
見
す

る
こ
ε
難

き
ε
、
其
の
課
税
方
法
頗

る
簡

軍
に
し
て
牧
入
を
得
る
こ
ざ
比
較
的
確
實
な
る
よ
り
纒
濟
肚
曾
の
獲
達
の
幼
稚
な

る
地
方
に
於
て
は
殊

に
適
當
せ

る
等

の
理
由
よ
り
、
人
頭
税
は
荷
ほ
植
民
地
に
は
廣
く
行
は
れ
つ
つ
あ
り
、
尤
も
衣
化
の
程
度
低
く
耽
會
的
秩
序

の
未

だ
確
立
せ
ざ
る
地
方

に
在
り
て
は
、
人
口
の
精
密
な
る
調
査
頗

る
困
難
な
る
を
以
て
、
此
の
黙
よ
り
租
視
負

据
の
脱
漏
な
き
を
保
し
難
し
、
故

に
植
民
地
に
於
け
る
租
税
こ
し
て
も
人
頭
税
は
地
租
及
家
屋
税
に
及
ば
ざ
る
こ

論

叢

植
民
地
の
財
政
政
策
に
就
き
て
〔五
、完
)

第
十
二
巻

(第
四
號

一
Q
こ

五
九
九

言



・

論

叢

植
民
地
の
財
政
政
策
に
就
看
て
〔五
、完
V

第
十
二
巻

〔第
四
號

}
〇
二
)

六
〇
〇

ご
蓬
な
り
ご
官
は
ざ
る
可
か
ら
す
。

ラ

人
頭
挽
賦
課
の
方
法
に
は
種
々
あ
り
、
即
ち

一
住
民
中
丁
年
以
上
の
者
に
は
男
女
の
別
な
く

　
般
に
之
を
課
す

(

う

る
も

の
、
(佛
額
面
豆
粥
利
加
植
民
地
)
、
二
住
民
中

の
男
子
の
み
に
課
す

る
も

の
、
(
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
同
地
方
に
於

(

う

て
は
人
口
の
減
少
を
豫
防
せ
ん
が
爲

め
に
未
婚
の
男
子

に
は
更

に
附
加
税
を
課
す
〉
、
三
丁
年
以
上
⊥
ハ
十
歳
以
下
の

(

ラ

男
子
に
の
み
課
す

る
も
の
、
〔印
度
支
那
、
印
度
支
那

に
於
て
は
其

の
税
率
は
年
齢
に
依
b
て
異
な
れ
り
)
、
四
丁

ラ

年
以
上
の
男
子
に
課
す
る
も
の
、
(
チ
ュ
ー

ニ
ス
)
、
五
丁
年
以
上
の
男
子
に
課
す

る
主
義
を
探
る
も
多
少
其

の
生

只

浩
然
態
を
斟
酌
す

る
も
の
、
〔
ト
ラ
ン
ス
バ
ー
ル
)
、
六
住
民
を
数
箇

の
階
級
に
分
ち
者
階
級
に
慮
じ
て
課
税
上
に

(
〕

差
等
を
設
く
る
も
の
、
〔
ア
ル
ヂ
エ
リ
ー
)等
是
れ
な
り
。

現
今
我
が
國
の
植
民
地
に
於
て
は
人
頭
税
を
課
す
る
も
の
な
し
、
足
れ
蓋
し
我
が
國
の
植
民
地
は
之
を
他
国
の

直
接
統
治
の
植
民
地

に
比
較
す

る
時
は
、
斯

か
る
幼
稚
な
る
課
程
制
度
に
依
頼
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る

が
如
き
財
政

的
窮
乏
の
状
態
に
存
せ
ざ
る
ε
、
又

一
般
住
民
の
文
化
の
程
度
に
於
て
も
寧

ろ
交
明
的
の
租
税
制
度
を
理
解
し
、

且
或
程
度
迄
は
其
の
負
捲

に
堪
え
得

べ
き
経
済
上
の
貴
方
を
有
す
る
し
因
る
も
の
な
り
、
撚
れ
こ
も
最
近
我
が
委

任
統
治
の
下
に
締

し
た
る
南
洋
諸
島
の
凱
き
は
、
財
政
上
の
必
要
に
よ
b
て
は
人
頭
税
の
賦
課
は
、
住
民
の
現
瓶

〆

に
照
し
て
必
ず
し
も
非
難
す

べ
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
す
、
更

に
彼
等
を
奨
踊
し
て
規
則
正
し
き
勢
働

に
従
事
す
る

の
美

風
を
養
成
せ
し
む
る

一
手
段
ε
し
て
も
、
金
納
主
義

に
依
る
人
頭
税
の
賦
課
は

一
概

に
之
を
排
斥
す

べ
か
ら

(1)AmericanEconomicAssociation,EssaysinColonialFinance,PP.3a,57,

84.

Reinsch,ColonialAdministration,P.【37fn,



ざ

る
も

の
あ
り
、
現

に
凋
領

時
代

に
は
丁
年

以
上

の
男

子

に
謝

し
て

は
、
土
民

た

る
蓬
外
人

た

る
ε
を
問

は
す

一

の

定

の

人

頭

税

を

賦

課

す

る

の

制

度

弘

く

行

は

れ

た

り

。

(註
)

塁
鱒
に
於
て
も
嘗
て
郷
民
の
時
代
F
『
丁
銀
』
ご
秘
す
ろ
人
頭
稔
の
制
度

々
設
げ

、
十
六
歳

以
上
の
男
子
(即

ち
丁
)
に
に

}
人
に
付

【
箇
年
銀

天
銭

の
税
な
課
ぜ
し
が
、
清
朝
時
代

F
及

び
て
其
の
率
な
低
下
し
四
鏡
七
分
大
厘

こ
な
ゼ
リ
、
然
う
に
其

の
後
輩

に
頭
数
の
み
に
依
り
て
課
税
す

ろ
は
酷
な
る
の
み
な
ら
す
、
身
分
上
の
差
異
な
蘂
も
斟
酌
ぜ
ざ
う
が
如
き
は
公
牛
な
7一
ぐ」
云
ふ
を
得
ず

ε
の
理
由

に
基
春
、
康
煕
五
+
年
の
丁
敬

に
依
り
て
丁
冊
な
み
も
の
麺
作
り
、
之
に
封
ず
る
税
額
な

一
定
し
て
將
來

人
口
の
滑
加
す

る
こ
と
あ

ろ
も
此

の
定
額
た
超
一9
べ
か
ら
ざ
る
こ
ε
な

定
め
し
が
、
嘗
時

の
纒
験
に
依
れ
ば
住
民
の
移
動
常
な
く
、
猛

て
人
頭
税
は
徴
税
上
の
不
便
砂

か
ら

ざ
る
よ
り
、
乾
隆

†
三
年
に
至
り
て
丁
銀
制

度

匡

「
大
改
革
々
加

へ
、
康
熈
五
十
年
の
人
口
巌
に
封
ず
ろ
徴
牧
額
な
各
縣
の
田
園

に
割
嘗
て
之
奄
徴
放
す

る
こ
ご
こ
し
・
丁
銀
だ
改
め
て

『
句

丁
銀
』
ピ
な
し
蕪

に
人
頭
税
に
鍵

じ
て
田
園
税
の
附
加
税
ミ
な
り

・
田
叢
々
奨
む
者

の
み
に
之
な
員
摺
ぜ
し
む
ろ
き
ミ
こ
な
ぜ
り
、
然

う
に
光
緒

十
四

年
劉
銘
傳
の
田
園
制
度

な
改
革
す
う
に
當
り
、
句
丁
銀
は
之
な
地
組
中
に
包
含
ぜ
し
め
し

よ
り
別
箇
の
租
税
ε
し
て
は
終

に
其

の
存
在
々
失

ふ
に
至
れ
り
。

以

上
一工
島
民
中
漢
人
に
鉗
す
ろ
人
頭
税
の
制
度
な

う
も
、
土
着
の
蕃
人
に
射
し
て
も
亦
之
F
類
似

の
制
度
存
し
た
り
、
即
ち
憂
繭
の
最
初
和
蘭

人

に
依
り
て
征
服
ぜ
ら

る
る
や
、
土
着
の
蕃
人
等
は
獣
皮
其
り
他

の
物
品

の
貢
細
か
命
ぜ
ら
れ
し
が
、
這
に
今
日

の
所
謂
租
税
の

一
種
に
し
て
後

蒲

蕃
餉
』
ミ
秘
す
ろ
蕃

人
に
…劃
す
ろ
課
税
の
起
源
な
成
す
も

の
太
り
、
而
し
て
郷
民
の
時
代

に
至
り
て
も
此

の
温
度
な
～襲
用
ぜ
し
が
、
富
時
の
蕃

餉
は
蕃
人
の
集
合
地
減

た
ろ
蕃
社
に
到
し
て
賦
課
し
た
る
し
の
な
ろ
曳

蕃
肚
の
匠
劃
に
顧

ろ
不
明
瞭
な
り
し
な
以
て
、
蕃
餉
に
寧

ゐ

一
定
の
蕃

人
の
集
合
に
謝
し
て
課
し
た

ゐ
人
頭
税
の
性
質
尋
有
し
搾
り
、
其

の
後
清
朝
時
代
に
至
り
生
蕃

の
蹄
賑
し
て
熟
蕃
竃
な

る
者
漸
く
増
加

す
る
に
及

び
、
蕃
社
所
臨
の
土
地
々
認
め
之

に
勒
し
て
に
蕃
餉
制
度
た
楓
張
し
て
・
蹄
順
蔵
月
の
長
魁
叉
ば
土
地

の
遠
近
ド
鷹

じ
て
祀
内
の
丁
鍛
な
標
準

ζ

し
て
米
穀

か
徴
放
し
た
り
、
足
れ
即
ち
『
蕃
丁
銀
』
の
起
源
な
り
こ
す
、
當
時
鐘
J
は
之
な
分
b
て
牡
蕃

・少
壮
蕃
及
肚
蕃
婦
ζ
な
し

、壮
蕃

に
は
毎

年

　
人
F
付
米

一
石
七
斗
、
少
壮
蕃

ド
は

一
石
三
斗
、
肚
蕃
婦

に
に

一
石
な
賦
課
ゼ
し
が
、
雍
正
四
年

に
至
り
米
綿
か
改
め
イ、
銀
納

こ
し
、
斯
く

し

て
蕃
丁
餉
に
璽
じ
て
純
然

左
ろ
蕃

丁
銀
ε
な
れ
り
、
而
し
て
此

の
制
度
ば
劉
氏
の
土
地
清
吏
の
時
に
至

ろ
迄
存
続

ぜ
し
が
・
土
地
清
吏
後
は
藩

翰

裳

植
民
地

の
財
政
政
策
ド
就

き
て
(五
、完

)

、

第
+
二
巻

(第
四
號

一
〇
三
)

六

〇
二

(1)"「ebeゴ,a.a.n.S.296㎏.

拙 著 『我 国 民 ノ海 外 登 展 ト南 洋細 占 領 地 』参 照

,
.



論

叢

植
民
地
の
財
政
政
策
に
就
き
て
(五

、完
)

第

十
二
谷
.

(第
四
號

一
〇
四
)

六
Q
二

田
ε
否
こ
々
問
ぱ
ず

一
様

に
之
な
丈
量

し
て
相
擁

た
賦
課
ゴ
ろ
こ
§

を

り
し
な
以
て
、
蕃
丁
銀
の
制
度

も
亦
自
ら
贋
減
に
締
し
た
り
。

山
足
観
之
、
嘗
て
壷
鱒
に
行
ば
れ
た

る
人
頭
税
の
制
度
ば
、
漢
人
に
劃
し
て
ば
最
初
に
丁
年
以
上
93
男
子
に
ば
凡
失
課
税
す
る
の
主
義
々
採
り

し
も
、
後

に
は
多
少
其
の
生
活
状
態
毎
斟
酌
す

る
に
至
れ
る
こ
ぐ」
、
恰
も

ト
ラ

ン
ス
バ
ー

ル
の
人
頭
醗
の
制
度

に
似
(1ーム

し
の
あ

る
も
、
蕃

人
に

射
し
て
は
丁
年
以
上
の
看
に
男
女

の
別

な
く

「
般
に
課
税
す

る
の
主
義
為
探
れ

る
ん
以
て
、
恰

も
佛
領
西
距
弗
利
加
植

民
地
の
人
頭
税
制
度

に
類

ピ
る
も

の
あ
り
、
而
し
て
漢
人
及
蕃
人
の
文
化

の
程
度
に
於
げ
ろ
然
異
ば
、
叉

ト
ラ

ン
ス
バ
ー
ル
及
佛
領
四
師
弟
利
加
植
民
地
の
土
民
の
文
化

の

程
度

に
於

け
る
差
異
ε
相
似

た
る
も
の
あ
る
に
、
偶
ま
文
化
の
程
度
ミ
課
税
伏
龍
…・の
東
西
略
ぼ
其
の
軌
な

一
に
ぜ
ゐ
観
護

ε
し
て
興
味
な
く
ん
ば

非
ざ
み
な
り
。

.

ラ四

所
得
視
及
瞥
業
枇

以
上
.の
他
植
民
地

の
獲
達

一
定
の
程
度
に
達
す

る
塒
は
、
所
得
税
及
襲
業
撹
の
.如
き
も

(亦
重
要
な
る
歳
入
源
を
形
成
す

る
に
至
る
べ
し
ε
錐
も
、
共
の
開
凝
の
初
期

に
在
り
て
は
餐
種
の
勢
力
を
要
す
る

こ
ε
極

め
て
多
く
、
叉
諸
種
の
瞥
業
的
企
業
を
奨
胤
す

る
の
必
要
頗
る
人
な
る
よ
り
、
文
明
國
に
於
け
る
が
如
く
財

産
叉
は
動
勢
よ
り
生
す
る
所
得
、
若
一
ば
管
楽
的
企
業
よ
り
生
す
る
牧
盆
を
課
税
物
件

ざ
㌘
す
所
得
税
及
鞍
業
視

等

に
歳
入
を
求

め
ん
巴
す
る
が
如
き
こ
ざ
は
、
却
て
植
民
地
の
獲
展
を
阻
碍
す
る
の
慮
れ
あ
る
の
み
な
ら
す

、
又

質
際
上
に
於
て
も
最
初
は
所
得
及
麟
業
上
の
敦
盛

に
多
く
の
歳
入
を
期
待
す

る
を
得
す
、
然
れ
こ
も
植
民
地

の
獲

達

　
定
の
程
度
に
達
し
、
高
等
の
職
業

に
従
事
す

る
者
及
商
工
業
的
企
業
者
の
益
々
増
加
す
る
に
至
る
恥
臨
、
彼

等

に
も
亦
租
税
の

一
部
を
負
捲
せ
し
め
、
以
て
農
艮
及
他
の
租
税
負
摺
者

ε
の
橿
衡
を
保
た
し
む
る
.こ
ε
は
「
課
税

の
公
季

を
期
す
る
土
に
於
て
重
賞
の
要
求
芝
吉
は
ざ
る
可
か
ら
す
、
遅
れ
植
民
地

の
獲
達
成
程
度
に
達

し
住
民
に

擢
視
飴
力
を
生
す

る
塒
は
、
漸
次
其
の
歳

入
源
を
所
得
椀
及
替
業
枕
に
振
残
せ
ん
ξ
す

る
に
至
る
所
以
な
り

・し
す
。

　

り

　

の

之
を
他
國
の
植
艮
地
に
就
き
て
観
察
す
る
に
、
英
領
印
度
に
於
て
は
従
来
農
民
の
負
撚
甚
だ
重
く
、
高
等
の
職

『垂 灘府議 」巻五月 目の部参照(1)『 憂濁税務史』上巻一八頁以下、



業
に
従
事
す
る
者
及
商
工
業
的
企
業
者
の
負
捲
は
極
め
て
輕
微
な
り
し
か
ば
、
裸
視
の
公
李
を
期
す
る
の
主
旨

よ

り

一
八
入
⊥
ハ
年
の
法
律
を
以
て
、
既

に
租
税
を
負
推
せ
る
農
地

よ
り
の
牧
人
ば
之
を
除
き
因
爾
飴
の

↓
般
的

の
牧

む

　

　

コ

　

コ

入

に
謝

し
て
は
免

税
額

セ
定

め
、
夫

れ
以
.上

の
も

の

に
は
課

・枇
を
爲
す

べ
き

こ
ε
を
規
定

し
、
佛
國

の
植
民
地

に

於

て
も
暫

業
的
企
業

の
牧
盆

に
野
す

る
課

税
士
⊥義

は

一
般

に
採
用

せ
ら

れ
、

然

か
も
共

の
大
綱

は
母

国

の
税

法

に

準
糠

せ
り
、
例

へ
ば

印
度

支
那
。
セ
・不
ガ

ル
及

佛
領

ズ

ーー
ダ

ン
麓守
に
於
一て
は
鞍
業
税
は
定
率

}幌
(
∪
『。
詫

訪×
。
)
及

比

例

視

〔∪
「o
搾
も
δ
℃
o
葺
o
巨
〇
一)
の

二
種

に
分
た

れ
、
定
率

税

は
事
業
の
性
質
を

叉
比
例
視
は
業
主

の
使
用

す

る
建
築

粗
の
貴
嬢

警

標
饗

し
て
之
を
定
め
、

面

の
糖
葉
は
其
の
性
質
に
依
り
て
之
姦

種
雰

ち
、
香
嚢

に

は
其
の
種
類

に
鷹

じ
て
定
攣
挽
を
課
す
る
・し
共
に
、
叉
建
築
物
の
賃
貸
優
絡
を
標
準
`
せ
る
比
例
税
を
之
に
併
課

し
、
佛
領

コ
ソ
ゴ
ー
に
於
て
は
事
業
の
性
質

に
鷹
じ
て
軍
に
定
率
税
の
み
を
課
す

る
の
主
義
を
探
れ
る
が
如
き
是

れ
な
り
・
融
融
腓

に
於
て
も
所
得
鋳

す
る
課
税
主
義
を
探

り
、
白
人
居
住
者

の
所
得
に
付
き
て
は
塞

税
を
、

土
民
及
有
色
人
の
所
得

に
付
き
て
は
農
業
所
得
を
除
外
し
、
他
の
所
得

に
足
摩
税
を
課
す

る
の
方
法
に
依
れ
b
。

　

　

の

　

　

　

の

　

の

の

　

　

　

む

我
が
國
の
植
民
地

に
於
て
は
従
来
毫
濁
・朝
鮮
及
樺
太
を
通
じ
て
、
法
人
の
所
得

に
陽
転

母
国
の
灰
得
税
法
を

施
行
し
て
課
税
し
摩
れ
る
も
、
大
正
九
年
七
月
母
国
の
所
得
税
法
の
改
正
ご
同
時

に
、
新
所
得
税
法
は
植
民
地
に

　

き

は
之
セ
施
行
せ
ざ

る
こ
`
ε
な
り
し
ょ
ゆ
、
別
に
命
令
を
以
て
之
に
代
る
べ
き
檎
法
を
制
定
す
る
の
必
要
を
生
じ
、

新
に
璽
濁
所
得
税
命
(
大
正
九
年
八
月
絶
命
第
七
號
)
、
朝
鮮
所
得
税
令
(
同
年
七
月
制
令
第
十
六
號
)、
樺
太
所
得

税
令
〔
同
年
同
月
勅
令
第
二
百
二
十
八
號

)、
.關
東
州
所
得
税
令
(
同
年
同
月
勅
令
第

二
百
二
十
七
號
}等

の
襲
布
を

論

叢

植
民
地
協

激
登

焼

き
二

五
、
完
)

第
+
二
巻

(醤

號

δ

五
)

六
2
一一

・



講

叢

霊

地
註

疏
馨

靡

き
て
卑

警

策
+
二
巻

辮
罵

δ

六
)

き

匹

見
る
に
至
b
た
b
ξ
難
も
、
新
所
得
税
令
も
亦
個
人
所
得
は
之
を
除
外
し
、
專
ら
法
人
の
所
得
に
の
み
課
税
せ
ん

こ
す
る
の
主
義
溜
探
れ
る
・
ε
は
替
法
與

な
る
所
楚

、
且
其
の
内
容
及
視
牽
等
に
付

き
て
も
、
母
國
の
新
所

得
税
怯
の
法
人
の
所
得
税
に
關
す
る
規
定
ε
大
差
な
し
。、

ロ

あ

.

我
が
園
に
於
て
檎
民
地

の
法
人
の
所
得

に
謝
し
て
課
税
す

る
に
至
れ
る
所
以
は
、
母
国
の
所
得
税
注
は
之
を
植

民
地
に
施
行
せ
ざ
り
し
ょ
り
、
母
國
の
放
資
者
に
し
て
植
民
地

の
事
業
に
資
本
を
放
下
し
、
當
該

法
人
よ
り
利
益
配

當
等
を
受
一
る
時
は
、
之
を
其

の
個
人
の
所
得

に
合
算
し
て
法
人
の
所
得
税
に
比
較
す

る
時
は

一
般
に
高
率
の
税

を
課
せ
ら
れ
し
が
、
此
の
如
き
は
母
国
の
放
資
者

の
頗
る
苦
痛

ε
す

る
所
に
し
て
、
植
民
地

の
有
望
な

る
事
業
に

封
ず
お
母
国
人
の
放
資
を
奨
励
せ
ん
ご
欲
せ
ば
、
植
民
地

に
於
て
得
た
る
所
得
に
射
し
て
は
瓦
植
民
地
に
於
て
課

祝
す

る
を
通
常
ざ
認

め
、
所
得
税
法
中
の
法
人
の
所
得
税

に
關
す
る
規
定
を
植
民
地

に
施
行
し
て
、
母
国
に
拠
て

糠

税
す
る
こ
ε
な
か
ら
し
む
を

共
に
、
又
蓄

依
ら
て
植
民
地

の
歳
ん
増
加
の
目
的
を
達
せ
ん
与

る
の
主

旨
に
出
で
た

る
も
の
な
り
、
熱
れ
こ
も
他
方
よ
り
之
を
窺
察
す

る
時
は
、
既
に
法
人
の
厨
得
に
謝
し
て
母
国
の
税

法
ε
大
差
な
き
所
得
税
を
賦
課
し
得

る
程
度

に
植
民
地
産
業
の
獲
達

に
見
ポ

べ
き
も
の
あ
る
に
至
る
塒
は
、
第
二

種
及
第
三
種

の
個
人
所
得
に
射
し
て
も
亦
相
當
の
課
税
を
駕
し
得

べ
き
状
態
に
進
み

つ
つ
あ
る
こ
ε
は
想
像
す
る

に
難

か
ら
ざ
る
所
な
る
を
以
て
、
次
に
来
る

べ
き
牧
人
源

の
捜
索
は
第
二
種
及
第
三
種
の
所
得
税
の
賦
課

に
存
す

ε
言

ふ
も
.不
可
な
し
。
.ロ

　

瞥
業
撹
に
聞
し
て
は
樺

禾
に
於
て
は

一
切

分
響
業
を
二
十
有
鯨
種
類
に
分
ち
、
各
管
業
の
性
質

に
慮
じ
て
萱
上



、

金
額
登

本
金
額
・収
入
金
額
・請
負
金
額
・報
償
金
額
若
姦

製
造
石
高
等
を
羅

ε
七
て
峯

の
課
婁

駕
す
国

税
の
奮

t

て
・
緊

鰹

法
辱

て
徴
・
・
…

鮎

認

及
欝

轄

於
て
は
地
方
・
・
課
税
2

警

し
て
之
を
鞣

し
綿
雲

竺

切
の
嚢

を
二
+
馨

類
に
.
叉
讐

は
三
+
酸

類
・
之
雰

ち
、
其
の

深
壕

準
の
如
き
も
営

の
簑

税
娘

・
・
紫

蘭
細
密
・
査
定
し
、
室

金
額
.資
本
金
額
.牧
人
馨

請

幕

額
・報
償
金
響

の
他
に
、璽

の
種
類
に
依
・
て
は
從
薯
.
敷
鏡

物
の
賃
貸
羅

管

も
之
を
観

し
て

其
の
税
率
を
定
む
。

呈

吾
人
鳳
表

地
の
統
治
吉

磐

重
窓

・
關
係
を
有
す
・
財
政
腿

殊
長

の
歳
入
の
畿

問
題
厭

き
て
・
母
国
翼

な
れ
る
事
情
の
存
す
る
こ
ε
を
要
論
七
た
り
、
蓋
し
植
民
地
の
麗

の
程
度
及
其
の
脛
濟
上
の

賢
力
に
し
て
母
国
ご
異
な
る
以
上
は
、
.歳
入

の
作
成
上
に
も
亦
斯
か
る
差
異
を
生
す

べ
き
は
當
然
に
し
て
、
母
国

は
成

る
「べ
く
低
廉

に
其
の
生
産
物
を
植
民
地

に
供
給
し
.
植
員
地
も
亦
成

る
べ
く
低
廉
に
共
の
生
産
物
を
母
国
に

供
給
す
る
こ
言

依
り
㌣

母
子
両
国
の
相
互
蓋

の
目
的
を
達
し
得

べ
き
統

一
的
の
親

鍵

以
暫

は
、
母

国
植
民
地
間
に
課
璽

の
統

一
を
計
紅

・
票

ら
ざ
・
の
必
要
?

、
釜

際
蔑

の
事
情
の
蓑

は
斯
か
・

課
税
主
善

依
.る
・
ε
の
却
て
植
民
地
の
難

を
阻
碍
す
る
も
の
あ
る
を
思
ふ
時
は
、

雇

統
治
上
に
於
て
自
治

主
義
を
以
て
最
終

の
理
想

ξ
な
す
ご
同
じ
く
、
歳
入
の
作
成
上

に
於
て
も
亦
植
民
地
自
己
の
財
政
上
の
必
要
及
其

の
住
民
の
擁

能
力
を
基
礎
忌

る
特
定
主
義
を
以
て
理
想
ε
な
す

τ

、
寿

に
母
国
の
婁

に
準
饗

し
め

々
ξ
す
る
が
如
き
方
針
は
、
之
を
避
け
ざ
る
可
か
ら
す

ご
吉
ふ
に
腸
着
す
。
(完

)

輪

業

喪

筈

鍛

政
讐

響

蓋

・
完
)

錦
+
二
巻

〔語

號

一
♀

=
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く2)大 正九年 十月塁 避維督府 令第 百三十 九號 及第 百四十 六號
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